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１ 開 会 
○若槻次長 それでは、定刻でございますので、ただ今から安来市・広瀬町・

伯太町合併協議会第１７回目の会議を開会したいと存じます。 
 それでは、会議の進行につきましては協議会会長、よろしくお願い申し上げ

ます。 
○島田会長 失礼いたします。本日は、第１７回目となります合併協議会にご

出席いただきましてありがとうございます。皆さん方、ご承知だと思いますが、

境港が単独ということで住民投票の結論が出ました。昨日は東出雲が単独とい

う結果が出たわけでございますけれども、大変周辺が合併、合併をしないに向

けてかなり騒がしくなってきております。安来市の圏域といたしましては、粛々

と進めてまいりたいというふうに思っておるところでございまして、私は住民

投票っていうのは否定するものではございませんけれども、昨日あるいは境港

の住民投票を見ますと、本当にきちんとした情報がおりていたのかなという懸

念を感じるところでございまして、お隣さんのことでございますので、これ以

上は差し控えさせていただきますけれども、新聞にも三位一体の改革、そして

また１５年度の交付税の決定額等々載っておりました。ああいったことを見て

いきますと、我々は住民に負担をかけないような合併というものをきちんと協

議をしながら模索していきたいというふうに思っておるところでございますの

で、一つご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 それでは早速、協議会の会議を開会いたします。 
 お手元の次第に従いまして進行してまいりたいと思いますので、ご協力いた

だきたいと存じます。 
 
２ 会議録署名委員の選任 
○島田会長 まず、会議録の委員の選任でございますけれども、今回は八幡委

員さん、そして渡部委員さんにお願いいたします。 
 
３ 報告事項 
（１）事務所小委員会における協議状況について 
○島田会長 それでは早速でございますが、報告事項に移ります。 
 先般、事務所小委員会が開催されておりますので、その協議状況についてご

報告願います。 
○梅林委員 それでは、失礼いたします。事務所小委員会の協議状況について、

報告をいたします。 
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 まず、新庁舎の位置についてですが、合併後当分の間、すなわち新庁舎建設

までについては分庁方式とすることが確認され、また合併後当面は現在の安来



市役所を新生市の事務所とし、広瀬町役場、伯太町役場は支所と位置付け、各

分庁舎としての意味合いを込めて広瀬庁舎、伯太庁舎と呼称することが確認さ

れております。 
 そこで、新庁舎の位置について、１１カ所を案としていることについて既に

ご承知のとおりでございますが、その後、小委員会で検討した結果、新庁舎の

位置については地理的事情、その他総合的に考慮いたしまして、これら候補地

のうち、安来市の区域内とするということで意見の一致を見たところでありま

す。 
 次に、合併後当分の間における各庁舎の行政部門についても検討しておりま

したが、本日配付しております資料のとおりとすることで、意見が一致したと

ころであります。なお、新庁舎建設の規模、機能につきましては、分庁方式と

いうのも考慮しながら検討すべきものと考えているところであります。以上で

ございます。 
○島田会長 ありがとうございました。ただ今第１に、新庁舎の建設場所につ

いては安来市の区域内に建設することが適当である。そして第２に、合併後の

分庁体制における各分庁に置く部門についてという報告がございました。これ

らのことにつきましてご質問、ご意見ございましたらお受けいたします。 
○宇名手委員 ちょっといいですか。 
○島田会長 どうぞ。 
○宇名手委員 私は今の小委員会のメンバーでございまして、こういうことは

もってのほかとは思いますけれども、１０年余りの後には４万が切れるとかな

んとかいう数字がはじき出されておる、人口が。そうすれば、またどこかと模

索しなければいけないようなことになるのではないかなっていうような感じが

せんでもないですが、そうだったら事務所ではなく、分庁方式でずっといった

方がいいのではないかなと思うのですが。４万は切れる、人口が、どういうお

考えを皆さんはお持ちだろうかなと思うのですけれども。 
○島田会長 ただ今宇名手委員から、この協議会っていうのは当分の間、分庁

方式をとるということでご承認いただいておるわけでございますけれども、当

分の間あるいは例えば１０年間後に人口減があるならば、想定されるわけでは

ございますけれども、そういったときに分庁あるいは本庁というスタイルをど

うお考えになるかという、逆に委員の皆さん方への質問で、ご意見の要望でご

ざいますけれど、何かこれについてご意見等ございましたらよろしくお願いい

たします。委員の皆さんですね、執行部。 
○宇名手委員 会長さんも含めて、どういうお考えか。 
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○島田会長 では私の方から、やはり当分の間というところは、もちろん人口

減のことも含めた意味合いの中で包括されておると私は思っておりまして、こ



れが４万人を割って３万人になるという可能性も十分考えられますし、そのと

きに４万５千人でスタートしたキャパシティーが３万人になった場合にはどう

いった方向をとるかということは、また新市においてきちんと協議されるべき

であろうというふうに思っているところでございまして、この協議会において

は当分の間という非常にあいまいな言い方でございますけれども、そこら辺で

ご承認いただけたらというふうに思っておるわけです。 
 ほかに委員さん、ご発言ございましたら。執行部も何か意見ありますか。 
○真野局長 特には。 
○島田会長 ありがとうございます。ほかにございますか。 
○小藤委員 ちょっと。 
○島田会長 どうぞ。 
○小藤委員 今の分庁方式ということは大体分かりますけれども、本庁が新し

く建設された場合、安来の場合はどうなさいますか。本庁一つで、例えばどっ

か広い場所へ移転して建設されたときに、また支所でも置かれるものですか。

それとも本庁一本で運営がなされるものですか。その辺、お伺いいたします。 
○島田会長 私の方から、では答弁させていただきますけれども、安来の場合

は旧庁舎というのが非常に老朽化しておりまして、これは建てかえなければい

けないということは単独でも一緒に承認を得ておるところでございまして、も

しこれが場所を今、現地ではなくて出た場合に、現在の位置に支所を置くかと

いうようなお話かと思いますが、今のところそこまでの突っ込んだ協議をして

おりません。当分の間という中での本庁扱いということで進めさせていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 
 ほかにございませんか。 
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ないようでございますので、報告事項については終わらせていた

だきます。 
 
４ 議 事 
（１）新生市の名称について               （協議第８６号） 
○島田会長 それでは、議事に入ります。 
 まず、協議第８６号、新生市の名称についてでございますが、今回、協議議

案といたしまして提出しております提出議案について、事務局から説明させま

すのでよろしくお願いいたします。 
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○若槻次長 本日は、協議第８６号、事前配付の資料では○○市と書いており

ますけれども、本日、協議第８６号ということでお配りしてありますので、そ

れをご覧いただきながらよろしくお願い申し上げます。 



 協議第８６号につきましては、新生市の名称についてのご提案でございます。

新生市の名称につきましては、昨年の４月の第１回目の協議会におきまして、

住民から公募するということが確認されました。そこで、昨年の１２月２日か

ら１月１０日までにかけまして、実際の公募を行ってきたところでございます。

その結果はご承知のとおりでございますが、応募約２，２００余、それから７

００種類を超える応募をいただいたところでございます。一方、当協議会にお

きましても名称小委員会、山田委員を委員長といたしまして小委員会が設置さ

れまして、募集要項の検討から新生市名称の候補の絞り込みまで、ずっと議論

をされておりました。そして、この当協議会におきまして、最終的に能義市、

それから平仮名のやすぎ市、それから漢字の安来市、この３つの候補に絞られ

てきたところでございます。その後、この３つの案に絞ったところで協議会、

それから各議会、その他協議会内外、議会内外でさまざまな協議、議論がされ

てきたと承知しているところでございます。これまでここに生き住み残られま

したこの地域への思い、それから新生市、将来への思い、さまざまあろうと察

するところではございます。こうしたいろいろさまざまな議論の中から、議論

を踏まえまして、一定の意見の集約がほぼみられたのではなかろうかというこ

とでございまして、この際、協議第８６号というかたちでご提案申し上げてお

るところでございます。新生市の名称は安来市とするということでございます。

漢字の安来市でございます。ということでご提案させていただく次第でござい

ます。なお、括弧でつけておりますが、これはこの協議案が確認された暁にお

きましては、今後、現在の安来市と区別する意味、それから新しいまちづくり

へ向かっていくという意味を込めまして、（新生）安来市というふうな文言を使

用させていただくということを考えておるところでございます。以上でござい

ます。 
○島田会長 ただ今事務局から説明ございましたように、協議第８６号、新生

市の名称については、さまざまな議論、そしてまた多くの公募から経まして、

さまざまな議論をしていただきました。その中で（新生）、括弧付きでございま

すけれども、安来市という名前で大体のところで皆さん方のご意見が固まった

ところというふうに認識しております。新生市の名称について、この場で各委

員のお考えをお聞きしたいと思いますので、ご発言のほどをよろしくお願いい

たします。 
○小藤委員 新生はあれですが、安来市でいいとは思いますが、新生は今の文

書にあるのみですので、今、昔の「安来」が、そのまま「安来」になったとい

うことでなくして、ここで５０年の垢をクリーニングして、新しい安来が生ま

れたということでいいのではないかと思います。 
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○島田会長 ありがとうございます。ほかにございますか。 



                 〔質疑なし〕 
○島田会長 ないようでございましたら、この新しく生まれ変わるという意味

合いを込めて、安来市ということでご決定願いたいと思いますけれども、よろ

しゅうございますか。 
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ありがとうございます。そういたしますと、新生市の名前は、生

まれ変わった安来市ということで、漢字の安来市に決定させていただきます。

ありがとうございます。 
 ここで、ちょっと休憩いたします。 
                 〔休  憩〕 
○島田会長 それでは、再開いたします。 
 
（２）町名、字名の取扱いについて（継続審議）      （協議第１４号） 
○島田会長 次に、継続審議となっております町名、字名の取扱いについて、

ご意見を伺いたいと思います。発言をお願いいたします。 
○梅林委員 １点だけ。 
○島田会長 どうぞ。 
○梅林委員 先ほどめでたく（新生）安来ということで、新しい名称が決まっ

たところでございまして、この町名、字名につきましても、何回目の法定協議

会のときかちょっと覚えませんけれども、かなり継続審査になっておりました。

その原因は、やはり新しい名称が決まらないからということであったろうと思

っております。議会のことを申し上げて申し訳ございませんけれども、若干、

広瀬町議会におきましても先般、特別委員会でこの問題についてもご審議とい

うか、ご意見をいただいたところでございますが、まだ上が決まらない状況で

ありましたので、意見を聞く状況だけで会を引き取っております。もうしばら

く時間をいただきまして、これについて真剣に協議をしたいというふうに考え

ておりますので、今日、めでたく上が決まったということで、あとにつきまし

ては来月の法定協議会で決定されれば、時間を今しばらくいただきたいという

ふうに思っております。 
○島田会長 ありがとうございます。新生市の名前がなかなか決まらないうち

は、その住居表示の下に続く名前のつけ方ということも、なかなかご決定でき

なかったことがございまして、そういったことで継続審議というふうになって

おりました。今日、新生市の名前が安来市と決まりましたので、いましばらく

継続をさせていただきたいということでございます。 
 ほかにご意見がございます方は、よろしくお願いします。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○島田会長 ないようでございますので、そうしますと、町名、字名の取扱い

につきましては、引き続き継続審議といたしたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ありがとうございました。では、そのようにさせていただきます。 
 
（３）外郭団体の取扱いについて             （協議第８７号） 
○島田会長 次に、協議第８７号、外郭団体の取扱いについて、説明して下さ

い。 
○真野局長 そうしますと、先ほどのレジュメの６ページをお開き願いたいと

思います。６ページに確認の文言、７ページ、８ページ、７ページを使いまし

て若干、ご説明を申し上げたいと思います。 
 ７ページには、現在の１市２町が関係いたします、いわゆる外郭団体と言わ

れるものを掲載しております。ご覧のように、安来市、広瀬町、それから伯太

町には一つというかたちで、これの団体が存在しているところでございます。

本来ですと、新設合併によりそれぞれの法人格がなくなりますので、合併と同

時にある程度の整理すべきことは重々私どもも理解しておりますが、基本的に

はまず本体であります行政の合併に職員の力っていうのは大半入れてしまうと

いうかたちになったときに、この外郭団体の合併に向けての指導なり、ともに

考えるべきところに時間が割けるかという現実的な議論をした中で、私どもの

方としては、まず６ページでございますが、先に文章の方をご確認いただきた

いと思いますが、今申し上げましたような事情から、外郭団体についてはその

維持管理施設等の状況を考慮し、１市２町の類似団体を整理調整し、合併後、

早期に新たな組織に再編する。今、申し上げました理由で、合併に向けて同時

事務の進行ができないということで、このような文言で整理をさせていただき

たいというふうに考えております。なお、事務局で、この文言に至ります前の

段階で議論したのが８ページの方に、一応、現在７ページのこういうものを分

類する一つの方向、考え方といたしましては、このようなものがあるのではな

いかというご確認もあわせていただきたいと思います。 
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 まず、土地開発公社につきましては、土地の先行取得でそのまま残るのでは

ないかと。それから、その後でございます。基本的には２番目のものについて

は、体育関係の施設で一つくくることができるのではないかと。それから、も

う一つが文化施設という、いわゆるそういうところの部分でのくくり方もでき

るのではないかと。それから、夢ランドしらさぎを中心とする健康増進施設が

それぞれございますので、このようなものであとをくくってみてはどうであろ

う。それからその後、情報通信協会でございますが、基本的には既にご確認い



ただいておりますように、情報ひろせの取扱い、現状のままで引き継ぐという

かたちになっておりますので、この情報通信協会については、合併後当面は現

行のままで引き継ぐというかたちで、将来的には事務局の中ではさまざま議論

をしておりますが、例えばイントラ関係の仕事もそこに任せることにおいて、

一定程度の整理ができるのではないかというふうな考え方でございます。それ

から、その次のふるさと振興財団、後ほどまた建設計画でもご説明いたします

が、一つの農業振興、林業振興のコアとして一つ考えられるのではないかとい

うことで、これも仮称でございますが、農作業、それから林業の作業の受委託

等々をできるものを一つ整理をかけて、つくってみてはどうかという考え方で

ございます。あとそれ以下の部分につきましては、それぞれの自治体とそれぞ

れの財団福祉法人等の絡みがございますので、それをこのまま引き継いでいく

というふうなかたちでの考え方で、現実的な合併に向けての調整の方向といた

しましては、６ページの文言でご確認をお願いしたいということでございます。

説明とさせていただきます。 
○島田会長 協議第８７号について説明がございました。これらにつきまして、

ご質問、ご意見ございましたら、ご発言よろしくお願いいたします。 
 どうぞ。 
○山本委員 いつも同じようなことを言うですが、国でも外郭団体の見直し等

がいろいろ今進んでいるわけですが、組織の見直し再編、これはこれで考えら

れると思いますが、問題は合併してスリムになるとか、組織とか運営形態がど

ういうふうなことになっていくかということもやはりある程度、合併前に話し

しておいた方がいいではないかと思います。その辺については、事務局として

は、ここに例えば現在の外郭団体に職員さんが何人おられるとか、そういった

ことの明細がないものですから、ただ組織だけ合わせて今あるものを足して、

それでよっしゃよっしゃというわけには、私はせっかく合併した限りはそうい

ったことではただ整理にならんのではないかと思いますが、そういった点は事

務局の方で何かそういったことも検討されておりますか。それとも資料にもあ

りますけれど。 
○島田会長 事務局。 
○真野局長 資料的にはもう職員も入れたものを事務局の方で持っております

けれど、今出して、またすぐご協議願えるものではございませんので、まず一

定程度、あと後ほどその資料を提出させていただくということで。 
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 それから、今の考え方でございますが、おっしゃる視点は非常に重要な点で

あるということは十分理解しておりますが、これは非常に、先送りする気は全

くございませんけれど、先ほど申し上げましたように、今、１６年１０月１日

を目処に事務事業の調整入っていく段階で、同時にこれはなかなかやれない仕



事だということで、山本委員のおっしゃいますところを、例えばこの視点ぐら

いのところ何点かの視点を構成をご確認いただいて、合併後のすぐの事務の中

でいただくっていうかたちいうのが現実的なかたちになるのではないかという

ことで、今おっしゃいましたようなことにつきましては、この次、その資料と

あわせまして考え方については一定程度整理したものを、また案として出させ

ていただきます。 
○山本委員 趣旨が分かっていただいたようですので、せっかくこういった機

会でないとなかなか後ではなりにくいところもあると思いますので、せっかく

合併を機会に、なるべく検討できるところはした方がいいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 
○島田会長 ほかにございますか。 
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ないようでございますので、それでは協議第８７号、外郭団体の

取扱いについては、原案のとおりご承認いただけますでしょうか。 
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ありがとうございます。それでは、協議第８７号、外郭団体の取

扱いにつきましては、原案どおり承認されました。 
 
（４）各種事務事業の取扱いについて 
 【教育関係】 
 ①学校給食に関すること                （協議第８８号） 
○島田会長 次に、協議第８８号、学校給食に関することについて、事務局の

説明を求めます。 
○真野局長 お手元の資料の９ページ、１０ページ、特に１０ページの方で説

明をさせていただきます。 
 まず、学校給食の現状でございます。１０ページの事務事業の調整の一覧表

に掲げておりますように、現在、１市２町、小学校ではすべての学校で、自校

方式でもって完全給食が実施されております。中学校の方でございますが、こ

こに書いておりますように、基本的には伯太町の伯太中学校、広瀬町では広瀬

中を除く３校では完全給食が実施になっておりますが、広瀬町中学校と安来の

３つの中学校ではミルク給食、ミルク給食と言っておりますけれど、牛乳を飲

ませるというところまでのものでとどまっている状況でございます。 
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 今回、合併に際しまして、事務局の方で議論いたしました。そして、教育委

員会の専門部会なり分科会でも議論を願ったときに、一つの条件として、まず

中学校の取扱いをどうするのかというご議論をいただきました。ご承知のよう

に、広瀬町の中学校につきましては、現在、計画により平成１９年４月を目処



に、４つの中学校を統合するという統合の作業が進められております。合併後、

伯太地区に１つ、広瀬地区に１つ、それから安来地区の３つの中学校という格

好で、５つの中学校ができることになりますが、その中で給食をやっているの

は、伯太地区の中学校のみというのが現状でございます。そして、合併の統合

中学校、広瀬町でのご議論の中では、合併後の統合中学校では完全給食を行う

というかたちで住民への説明がなされている現状でございます。 
 結論といたしましては、教育委員会での結論、私どもの事務局でも確認いた

しましたが、今回の合併を機に、中学校すべてで完全給食を実施すべきものと

いう考え方で、一定程度の整理をかけたところでございます。具体的には、で

はどのような方式でやるのかという考え方で、これは調整方針の方、右側に書

いておりますが、今申し上げましたように、中学校については全校で完全給食

を実施することとし、方式としてはセンター方式を視野に入れ検討するという

考え方で整理をかけたところでございます。なお、参考までに時期といたしま

しては、下に書いてございますように、広瀬町の統合中学校の開校時、現在の

予定では平成１９年４月と聞いておりますので、これにあわせたセンター建設

をして、センターでやるならばそのような建設をしていくというようなかたち

でやってみてはどうかというふうに考えておるところでございます。なお、中

学校で、既に伯太町伯太中学校の場合、自校で行われております。広瀬町は今

から校舎を建てられますので可能性がございますが、現在の安来市の３つの中

学校は果たして自校が可能かという議論なのですが、第二中学校を除きますと

ほとんど敷地的に余裕がなく、自校方式といいますと同一敷地内に給食施設を

建設するというのは現実的に無理であるということも条件的に付け加えさせて

いただきたいと思っております。 
 それから、括弧２番目といたしまして、小学校の考え方でございます。今回

の合併と同時に、小学校の給食に手を入れるかということで議論していただき

ましたが、結論といたしましては、ここに記載のとおり、当分の間、現行のと

おりとし、この後でございます、合併後、センター方式を視野に入れ検討する、

この文言でございますが、基本的には施設の大規模更新等、恐らくある程度の

老朽度を見た場合、計画にしていく場合になります。新たに計画をする際には

センター方式も、単純に現在の自校方式のみの方針ということではなく、セン

ター方式もその検討の対象にしてみてはどうかという内容で整理したところで

ございます。 
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 そのような議論の経過、現状を含めまして、９ページにお返りいただきたい

と思います。学校給食については、以下のとおりとする。１番といたしまして、

中学校については、全校で完全給食を実施することとし、センター方式を視野

に入れ検討する。２番目が小学校でございます。小学校については、当分の間、



現行のとおりとし、合併後、センター方式を視野に入れ検討するという文言で

の確認をお願いするものであります。以上です。 
○島田会長 協議第８８号について説明がございました。これについてご質問、

ご意見ございましたら、ご発言よろしくお願いいたします。 
 どうぞ。 
○宇名手委員 私のところの議会で一般質問で出てくるわけですが、何か安来

の議会さんは、このセンター方式だか視察されて、そのセンター方式があんま

りいい方法ではないというような見解を言われたお方がありますけれども、そ

れはどういうあれか。安来の議会さん、あれでしたら説明いただきたい。 
○河津委員 文教厚生委員会で視察を昨年やりました。東京の方が主でしたけ

れども、２校視察をかけましたが、それはセンター方式が悪いとかいいとかと

いう結論ではなくて、個々の委員さんの思いがそういうふうに出たと私は思っ

ております。私は個人的にその視察の内容から見ますと、例えばこの安来、広

瀬、伯太が合併した時点でやるとすれば、これ当然センター方式でやらないと、

小規模校でなかなか自校方式というのは、理想は自校方式にまさるものはあり

ませんけれども、そのもろもろの視点から見ますと、当然、センター方式にし

てやるべきと私は思っております。そういう考えを持たれた人は委員の中には

確かにありました。それはなぜかといいますと、例えば自校方式であれば、そ

の給食も直接農家から、いわゆる優良なものを仕入れたり、あるいは冷めない

うちに子供たちに与えることができるというようなメリットはありますけれど

も、もろもろ経費の面やら見ますと、東京の１校で例えば２千人も児童がおる

ような学校と、ここの例えば１００人を切るような小学校とは到底比較になら

ないというふうに私は感じております。 
○宇名手委員 分かりました。 
○島田会長 よろしいですか。 
○渡部委員 はい。 
○島田会長 ほかにございますか。 
 どうぞ。 
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○渡部委員 今、学校給食を食の安全性というようなことで、かなりいろいろ

問題が出ております。特にセンター方式というのは確かに合理化、省力化する

というようなそういうことから、結構問題が出てきておるわけですね。ここで

は一応、センター方式ということが考えられておりますけれども、その運営を

どうするかでしょうね。センター方式でやっても、例えばこの地域で安全な食

材を供給できれば、そういうものを有効に使っていくとか、その辺がきちんと

されていなければ、センター方式というのはかなり問題がある。特に食材が外

国輸入品とか、そういうものが最近増えてきておりますんで、そういう中では



今までやられてこられたようなセンター方式ではかなり問題点もありますので、

運営、きちんと安全性が確保できるような運営について、今後検討していただ

きたいとそういう具合に思っております。 
○上廻委員 関連ですので。 
○島田会長 どうぞ。 
○上廻委員 私はこの方法で悪くはないと思いますけれども、先ほど渡部委員

さんの言われるとおりのことの中で食の安全性と、それと日本全国ですけれど

も、島根県内でも地産地消ということが非常に叫ばれておる中で、やはり食材

のこの辺に書いてありますと、１１ページ、１２ページを見ますと、そうした

面で地元の業者さんは使ってはいるけれども、その商店さんが県内のものを仕

入れておられるかというようなことに多少の疑問もあるというようなこともあ

りますので、米子の市場に出ておられる方も多いというふうにも感じる中で、

やはり地産地消という意味から、新しい新市、安来市が誕生したわけですけれ

ども、そこの中の農家等がつくった品物の食材を仕入れるような方式をいろい

ろ考えて取り入れ、そのようなこともセンター方式になった場合には検討して

いただきたいと思います。 
○島田会長 ありがとうございます。ほかにございますか。 
 自校方式にしろ、センター方式にしろ、中身の運営方法というのは当然、吟

味されるべきではございまして、センター方式だから悪い、自校方式だから悪

いということではないというふうに思っておりますので、事務局もその辺もよ

く協議をして、ソフト内容もまた追ってできれば、委員の皆さんに提示してい

ただきたいというふうに思います。 
 ほかにございますか。 
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ないようでございますので、協議第８８号、学校給食に関するこ

とについては、ご承認いただけますでしょうか。 
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ありがとうございます。そういたしますと、協議第８８号、学校

給食に関することについては、承認されました。 
 
（５）新生市建設計画（案）について 
○島田会長 次に議第１、新生市建設計画（案）について、議題といたします。 
 まず、事務局の説明をお願いいたします。 
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○真野局長 本日、お手元にこのようなかたちで、安来市・広瀬町・伯太町合

併まちづくり計画（案）というかたちで簡易のとじ込んだ本のかたちにしてお

配りしております。これが基本的には事務局がさまざまなところにご意見を照



会し、いただいたご意見を参考にしながら、また訂正をかけながらつくり上げ

た最終段階の原稿であるということで、まずご理解いただきたいと思います。

ただ、詳細細部につきましては、文中の中で、まだ新生市とか新市とか、表現

等がまだ最終的に整理ついていませんので、最終案の原稿ではございますけれ

ど、最終のものではございませんので、文言的なてにをは程度の調整はまだ今

後整理をしていくというかたちになります。あとこの冊子に、今日、後ほどご

説明いたしますが、県事業なり新市の事業、財政計画、それから別紙で本日レ

ポートも出しておりますけれど、中山間地とか地域コミュニティのそういうも

のを別冊に取りまとめまして、これ全体で新市、（新生）安来市の建設計画とい

うかたちで取りまとめていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。ということで、基本的には、今回お渡ししたもの以

外の前の段階のものは各委員の方でそれぞれ始末していただきまして、今後は

これに基づいて議論を進めていきたいということで、この点もご理解いただき

たいというふうに考えております。 
 まず今回、この本にいたしまして、一番最終的に皆さんにお配りしたものと

どこが若干違うかということで、中パラパラめくっていただきますと、まず今

までのものは注釈が後ろについておりまして、一々後ろを見て前に返るという

作業が必要でございましたが、語句の説明を本文中、基本的には下の方にすべ

て入れております。それから、同じように図やグラフにつきましても、後段の

資料編というかたちで、これも後ろを見ていただかないと非常に見づらかった

わけですけれど、基本的にはグラフ、図というものも極力、本文の中に入れ、

ある程度読みやすいかたちにしております。ただ、数字だけの表につきまして

は、巻末に表記しておりますけれど、ただ表のご確認されなくても、文章中に

一定程度必要な数値は盛り込んでおりますので、本文を読んでいただければ、

まず内容が一定程度ご理解いただけるのではないかというふうなかたちで整備

したというのが大きな点でございます。 
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 それと、はぐっていただきまして、構成は今までと同じで、１枚はぐってい

ただきますと折り込みがございます。これが建設計画全体の構成図の部分を示

すものでございます。若干の文言の整理をいたしておりますけれど、基本的に

は一緒なものでございます。それから、もう１枚はぐっていただきますと、○

○○都市というかたちで今、仮置きのものをしております。要はキャッチコピ

ーとして「水と緑と文化が調和する健康・交流のまち」とこのキャッチコピー

が非常に長いということと、それから委員の中からもご指摘いただいて、ご意

見もいただいておりまして、非常に生き生きとする活力、要するにエネルギー

が満ちあふれているという表現というのはなかなかないのではないかというこ

とで、この○○都市のところにそのような文言をもうちょっと短いかたちで整



理できはしないかということで、この点につきましては事務局の方で後日、ま

た考え方をお出しいたしますので、要はキャッチコピーとして簡単な何々都市

というものの下に、副テーマとして水と緑と文化がというのが流れるという構

成でご覧いただきたいと思います。 
 それから、下の方は新生○○市としておりますので、基本的には本日決まり

ました、ここには安来市というのが入ってくるかたちで整理をかけていきたい

というふうに考えております。 
 ページの方、順次簡単に大きく変更した点だけをご確認いただきたいと思い

ます。まず、５ページでございます。これお読みになった方から、合併に対す

る地域の状況で、文言では六、七割と書いてあるけれど、グラフがそういう表

記がないというかたちで、その該当するグラフを挿入かけております。その点

が大きく言えば変わった点だけでございます。 
 それから１７ページ、ご覧いただきたいと思います。今までのものは非常に

機械的に四角で囲ったようなところでございまして、イメージとしてはこのよ

うに上の○○都市という将来像に対して、具体的には下の５本柱を立てており、

それをよりまた特筆すべきもので４つの夢戦略ということで、この一つ一つの

夢が５本柱に相関的につながっているというのを図で示したという点でご理解

をいただきたいというふうに考えております。 
 それから、その続きの１８ページでございますが、これまでお手元のものと

若干、夢戦略のそれぞれの項目の説明を文言の整理をいたしまして、事務局が

みずから言うのもおかしいのですが、よくお読みいただいて、内容が一定程度

理解できるかたちで整理できたのではないかというふうに考えております。 
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 それから、１９ページのところでございますが、ここの部分で、後で図でご

覧いただきたいと思いますが、２７ページとの関連もございますが、５つの柱

の１番目でございますが、健康・安心・生きがいというかたちで、これまでは

３本の３部でそれぞれの項目立てをしておりましたものを、具体的にはまず１

９ページで文言の説明をしております。この中で視点として入れましたのは、

県の関係機関なり１市２町の保健サイドの方から注文が出ておりまして、基本

的には少子化と高齢化だけではないと。健康な住民が一番主体であるというこ

とで、健康ということを一つのテーマとして、ここの文章を書きかえさせてい

ただいております。そして、それをベースにいたした関係で、２７ページ、若

干飛びますが、施策体系のところの一番上の項目をご覧いただきたいと思いま

す。先ほど言いましたように、１の地域で支えあう安心のまちづくりのところ

を３つの項目立て、３部構成にしておりましたものを、今回一つ増やさせてい

ただきまして、４部構成としております。ですから、これ全体で保健・医療・

福祉を４つの項目に整備したということでご理解いただきたいと思います。具



体的には保健・医療の充実で全般的な話をします。それから、（２）の方で、地

域福祉というかたちで全般的福祉の話をここへ書きかえております。（３）、（４）

でございます。（３）は子育て環境の整備というかたちですが、これ言葉をかえ

れば、今、全国的に一つの行政の柱となっております少子化対策っていうとこ

ろでの一つの視点を掲げております。それから、４番目が高齢者福祉ですので、

お読みいただくとおりの高齢者福祉の充実というかたちで、４本柱に変更した

というところをご理解いただきたいというふうに思っております。 
 それから、飛び飛びで関係するところだけをお話させていただきたいと思い

ますが、３８ページから、道路の関係の部分で、若干精度の悪い地図になりま

したが、基本的には道路の考え方、ネットワークの考え方のところの、要はこ

の圏域だけを見てもなかなかできないということで、一定程度中国地域の、３

９ページのところにありますように、中国圏域の中での当圏域の取扱い、そし

てその拡大したもの、そしてそれを簡単に整理したものというかたちで整理を

かけているところでございます。若干、絵づらで説明を詳しくするというふう

なかたちでネットワーク等々を入れております。 
 総体的に、あと委員それぞれお読みいただきたいと思いますが、前回もご説

明いたしましたように、文言等の整備につきましては、それぞれからいただき

ましたご意見等につきましてやっておりますし、視点も若干見直しをかけてお

りますので、冒頭申し上げましたように、事務局案としての最終稿で、事務局

の考えとしては、大きな修正はもうこれでないというふうに考えておりますの

で、ご理解をいただき、てにをはとかどうしてもおかしいところがあれば、ま

たご指摘いただきたいと思いますが、事務局としてはこのような流れで進めて

いきたいというふうに、まず本文の方を整備したいというふうに考えておりま

す。 
○若槻次長 次に、関連する事業についてご説明を申し上げたいと思います。

なお、お手元の資料では、縦長の市町村関係の事業、それから横向きの県関係

事業についてお配りを申し上げておりますので、それについて簡単でございま

すが、ご説明申し上げたいと思います。 
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 まず、建設事業に盛り込むべき市町村関係の事業についてでございます。縦

長の主要施策事業（継続事業）と見出しを振ったものでございます。この表の

構成は、先ほど真野局長からご説明しました本編の項目立てをまず左の方に書

きまして、右の方にそれに関係する主要事業を継続している事業につきまして、

記載しておるところでございます。例えば、地域のなかで支えあう安心のまち

づくりということの項目の保健・医療の充実という中で、広瀬病院の医療設備、

それから拡充事業というのがありますよ。それから、医療機器等の更新、それ

から付帯施設整備が出ますといったことのように記載しているところでござい



ます。次の欄では子育て環境の整備ということで、次世代育成支援対策事業、

計画づくりをはじめとする事業といったものがありますよといったことを並べ

ているところでございます。ここに記載しています事業といいますのは、主に

継続あるいは今後、来年度には取りかかるとされております事業につきまして、

１市２町からご提出いただきまして、事務局で整理させていただいたというふ

うなものでございます。今後、これにこういった事業を建設計画の中に、具体

に記載しているというふうなことになるわけでございますが、これに漏れて必

ず必要であるというふうな事業につきまして、またご協議をしていただきなが

ら付け加えたい、していっておきたいというふうに思っているところでござい

ます。 
 その中で、最後の３ページでございますけれども、３ページでは、夢戦略等

で基づいております主要な事業について触れておるところでございます。例え

ば、地域のなかで支えあう安心のまちづくりってことで地域ごとの地区の概念

はさておきまして、それぞれの地域に介護拠点のことを考えていくべきもの。

それから、先ほど給食センターについてのご議論もいただきましたところです

けれども、セントラルキッチン、給食センターを軸にしたものを考えていくと

いうことを整備したのが必要ではないか。それから、快適環境のまちづくりと

いうことでは、一つには地域イントラネットを中心といたします地域情報間ネ

ットワーク、そういったものも必要ではないかなとそういったことを、それが

消防庁舎、それから防災の関係のことを触れているところでございます。そう

いった事業を考えていくべきものというふうに考えているところでございます。

さらに、外郭団体のところのお話でもございましたとおり、農林業を中心とい

たします豊かなまちづくりのためにふるさと公社といったものを設立しながら、

それを軸に事業展開を考えるべきではないか。それから、交流と参加というこ

とで、公民館の機能を拡充を考えながら、コミュニティ・ステーションといっ

たものを地域ごとに開設するといったものを入れたいというふうに考えており

ます。さらに、これも冒頭のご報告でありましたとおり、本庁舎の建設という

のは一つ考えていくといったことの主な主要事業をここに書いているところで

ございます。 
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 それからもう一つは、横長に横向きにしております県関係の事業についてで

ございます。この制度のやや大づかみあるいは少しやや細かいところもござい

ますが、要はまず県に対して希望といいましょうか、調書をこれを検討してい

ただきたいということで、１市２町から出してきたものを事務局で整理いたし

まして協議会で協議をすると、事業ベースの協議をするための紙でございます。

具体的には、まずもってこの地域、道路をはじめとする基盤整備が必要である

ということで、道路関係の事業を継続のもの含めまして記載をしていくところ



でございます。中海架橋、それから４３２など、それからバイパス関係を含め

まして、書いて記載しているところでございます。こういった事業を思いつき

まして、県のお考えを聞いた上で、この建設計画本体にございます県事業の欄、

ページをこういった県との協議を踏まえまして、県の建設計画本体の方へ、今

度は５５ページになるわけでございますけれども、こういったものを記載、こ

れから早急に詰めてまいりたいというふうに思っておりますので、ご了解いた

だき、ご承知いただきたいというふうに思っておるところでございます。 
○真野局長 続きまして、あと同じように本日配付の中に、新生市財政計画（案）

というのがございます。これについて、若干ご説明をしたいというふうに考え

ておりまして、まず冒頭ご理解いただきたいのは、この財政計画でございます

が、これはこれから具体的なご議論をいただくための試みの案でございます。

ですから、以下説明いたします諸条件を想定しつくっているものであるという

ことで、これはこれで決まりとか、これをたたき台にこれを調整するという問

題でないということを、最初にご理解いただきたいというふうに考えておりま

す。事務局としては、この財政計画をつくるに当たりまして、基本的には次の

ような考え方でつくっております。 
 まず、今回の合併がこれまで皆さんにご議論いただいたように、合併により

財政基盤を画一することが大きな目標であるという、そしてその上で現状のサ

ービス水準を確保するという非常に大きな命題をいただいておりますので、事

務局としては、現時点での１市２町のそれぞれの枠の最大一番いいところ、逆

に言えば財源が一番確保できる手法をとってつくり上げているものであるとい

うことを、まずご理解願いたいと思います。したがいまして、後で説明してい

きますが、歳入につきましては現行の国の補助負担金制度があり、交付税制度

が継続されるという大前提に立っております。とはいいましても、普通交付税

につきましては、既にご説明いたしましたように、三位一体の改革方針等、具

体的なものが出てきておりますので、これを全く無視して、今と同じ横ばいの

財政計画が出るということではいきませんので、基本的な考え方としましては、

裏の方にも書いておりますが、合併後１０年間で合併時の１０年前の水準に下

げていくというのを基本的な考え方をしております。ですから、合併年次が平

成１６年度であれば、１７年から２６年をかけまして、平成６年、５年程度の

ところまである程度財政を圧縮していくというのを基本的な考え方でつくった

ものでございます。これが歳入の基本的な考え方でございます。 

 16

 歳出につきましては、これも既にご議論いただいていますように、合併によ

る一つの効率性を考えていくならば、全体的にシーリングマイナス成長という

かたちでのシーリングをかけております。ただ、繰出金、特に特別会計等ござ

います。これにつきましては起債償還、それから現在有る施設管理など、どう



しても経常的に要る経費が見込まれておりますので、ここの部分につきまして

は一定増をかけております。これ以外のものについては、シーリングをかけた

ものだということで、ご理解をいただきたいと思います。 
 それから、後ほど詳しい説明いたしますが、建設事業につきましては、現時

点で建設計画に掲載しております重点事業につきましては、ある程度のものを

盛り込んでおります。それから、通常事業につきましても、基本的にはここで

ご理解いただきたいのですが、１５７億円という合併特例債の枠がございます。

これをすべて新しい事業展開に使うという考え方ではなく、通常事業費も極力

優位な起債であります合併特例債に振り替えることにおいて財政負担を減らし

ながら、総額としては後ほど説明いたしますが、特例債全体としては、この計

画では１４８億円程度のもので計画をしたということでご理解いただきたいと

思います。なお、特例債の中で基金造成がございます。そこの部分については、

別途考えております。 
 まず、具体的な説明をさせていただきたいと思います。１ページ目が総括表

でございます。最後に、またご説明したいと思っています。 
 まず、歳入の関係でございます。２ページには、歳入全般の考え方をしてお

ります。３ページの方では、地方税という考え方をやっております。３ページ

の方、地方税の下の欄をまずご覧いただきたいと思います。冒頭ご説明申し上

げましたように、事務局としては現行制度の中で、当圏域最大限、一応、財源

を確保できるという考え方で、法人市民税の法人割につきましては超過税率で、

このことは安来市と伯太町が超過税率、広瀬町が標準税率でございますけれど、

広瀬町を超過税率、税率を引き上げたものという考え方を１点しております。

それから、固定資産税につきましては基本的には平成１５年度の額をベースに

しておりますが、同じような考え方から、一番高いところの１．６％の税率で

見込んだものでございます。それから、軽自動車につきましては標準税率で、

安来市のみが突出しておりますので、そこの部分はある程度下げるというかた

ちで、現状の１千万程度の減額での当初スタートしております。なお、固定資

産税、特に家屋の欄をご覧いただきたいと思いますが、これも立地的なもので

ございますが、現在の経済情勢からいきますと、新築家屋がなかなか建たない

状況でありますので、１８年、２１年と３年ごとの評価がえのときには、一定

程度、家屋にしては建築後の年限の経過によります評価額を減じていく経年減

価を取り入れたものであるということをご理解いただきたいと思います。 
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 それから、４ページの方をご覧いただきたいと思います。これが普通交付税

の考え方を表にしたものでございます。まず、普通交付税の考え方といたしま

しては、これも同じように１５年度の普通交付税の算定数値をもとに推定した

ものでございます。まず、上の方、交付税の算出に当たります基礎的数値でご



ざいます基準財政需要額でございます。これの考え方、欄の下の方に書いてお

りますように、経常経費、投資的経費につきましては、前年の０．３％の削減

を見込んで計算をしております。それから、３つ目の欄であります公債費の欄

でございます。公債費につきましては、合併までのこれまでの実績に応じます

見込み分と、合併後の起債見込みを計上して、金額を定めております。ここの

欄で、次に財政対策債等振替相当額というのがございます。上３つを合計して

いただきました中から、この財政対策債等振替相当額を引いていただきます。

それが上の計という額に出てきております。この考え方は、現在の臨時財政対

策債と同じことでございまして、基準財政需要額そのものから、臨時財政対策

債相当額は基準財政需要額を落とすという今、計算をしておりますので、特に

１５年そういう計算が出ましたので、総額の中から市町村の赤字起債の部分の

相当額分落としたものが、交付税の算出の基礎数値になるという点をここでご

理解いただきたいと思っております。それから、その下、基準財政収入額でご

ざいます。先ほど地方税のところでもお話しいたしましたように、地方税はあ

のような考え方しますし、全体的にはほとんど横ばいの見積もりで出してきて

おります。中段のところに、上から法定普通税から地方特例交付金までのトー

タル（Ａ）というものに対して、現在の留保財源率であります７５％を掛けた

ものが、一般的に基準財政需要額の自主財源の額になってきますので、その額

を出しまして、最終的に交付見込みを、下を見ていただきますと、このような

数値が出てくるということでご理解をいただきたいというふうに考えておりま

す。ただ、ここで下の欄外のところをご理解いただきたいと思いますが、下か

ら星印の３つ目でございます。基本的に合併後５年間は、このようにして出て

きます交付税の不足部分をすべて財政対策債等振替額に移行しております。で

すから、交付税と赤字起債を合わせたものが交付税収入であるとするならば、

合併後５年間がほぼ横ばい状態で流れるという試算をしております。その後、

平成２１年度から２６年度に向かいましては、ここに書いておりますように９、

８、５、４、３、２というかたちで減じるというかたちで、先ほど申し上げま

した三位一体の影響をこのようなかたちで具体的に整理をしたものでござ        

います。交付金等につきましては、そのまま横ばいでやっているということで

ご理解いただきたいと思います。 
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 それから、次に５ページでございますが、使用料、手数料につきましては、

現状のとおりというかたちで整理をかけたものです。３、４、５を集計したも

のが２ページにお返りいただきたいと思いますが、これが歳入それぞれ出し込

んだものが歳入の全般というかたちになってきております。このように平成１

７年の２４３億円余から、平成２６年の２０６億円余の減少傾向の一応、歳入

の推計を立てております。問題は、この１０年間はご承知のように、合併によ



りまして普通交付税の算定の特例期間でございます。１市２町それぞれバラバ

ラで理論的に積み上げたものと、４万５千一本でやったものの差額は保障する

という期間がこの１０年間でございます。ではこの１０年過ぎたらどうなるの

かと。つまり２６年以降、９割、８割と段階的に５年間で、要は積み上げ額が

ゼロになってくる傾向にあります。ですから、この２０６億余よりもこの中か

ら普通交付税の部分だけに限っていけば、極端な話いえば６８億の普通交付税

見ておりますが、これが底でないということをまずご理解いただきたいと思い

ます。これはまだ１０年間の優遇期間の推計が６８億っていうかたちになりま

す。ではそれがどれぐらいになるかということで、事務局の方でも試算をしよ

うということにしたのですけれど、これ非常に時間と手間と、それからなかな

か資料収集っていうのに物すごく時間がかかります。参考までに、１年ほど前

にやりました合併研究会でやりました試算では、平成、あの当時は１２年度ベ

ースで、１市２町を合算したものよりも、単年度で１２億８千万円ぐらいのも

のが落ちるという試算結果を出しております。これと我々がやりました財政推

計等を合わせて考えますと、平成２６年の６８億３，２６０万という交付税か

ら、およそ８億円程度が減じたものが合併後の標準的な普通交付税として出て

くるものではないだろうかと、一定の推測です、今度は推計ではなくて、推測

しているという点で、まず歳入の方をご理解いただきたいというふうに考えて

おります。 
 続きまして、歳出の方でございます。６ページからでございます。まず、冒

頭申し上げましたし、歳入の方でも説明いたしましたように、欄の下の方に書

いておりますように、公債費の関係につきましては、１６年度までのある程度

の見込みと１７年以降の計画に盛り込みましたものの起債の償還、両方を合わ

せたもので計上しております。それから物件費、補助費につきましては、１％

カットのシーリングをかけております。それから繰出金は、先ほど申し上げま

したように特別会計、特に下水道関係の起債の償還が１７年、１８年度から急

増するという今、見込みが立っておりますので、一定程度をそこの部分には配

慮するというふうなかたちでの額をやっております。それから、その他の方に

は、その他のこの金額と申しますのは、出資貸付金及び基金積み立て等のもの

でございます。 
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 それでは、具体的な中身でございます。７ページでございます。人件費の考

え方についてご説明を申し上げたいと思います。まず、一番上の欄、議員報酬

の関係でございます。まず、議員報酬の考え方につきましては、現時点でどの

ような取扱いになるのか定まっておりませんので、このシミュレーションの中

では３４人の定数特例を適用したもので算出をしております。平成２１年以降

というのは最初の設置選挙の４年間が終わった後は、最大限２６名の議員数に



なりますので２６名というかたちで、基本的には現在の安来市の議員報酬をベ

ースにしたものでございます。なお、この３４名の根拠でございますが、基本

的にはこの３４名、議員定数の４年間と現在の在任特例丸々１年間の５４名の

安来市の報酬に合わせた場合に必要とする報酬がほぼ一緒ということで、事務

局といたしましては、数字が余り極端に動かない定数特例の方で仮置きにさせ

ていただいておるっていうことをまずご理解いただきたいというふうに思って

おります。 
 それから、職員の方に、次の委員等の報酬でございますが、消防団を除き、

ここに書いておりますように、安来市の３割程度増というかたちでの見込みを

立てております。これからの議論になりますが、基本的に安来市の、例えば各

種審議会等の委員の数でございますけれど、原則としては同じ数でやるべきか

もしれませんが、合併直後の非常に地域的なアンバランス等々を考えた場合、

３割程度の委員定数の増っていうのは考えるべきではないかということで、こ

こでは３割増というものを見込んでおります。それから、特別職は市長、助役、

収入役、教育長各１名、これを見込んでおります。次に、職員給でございます。

これも研究会のシミュレーションの当時と同じ考え方で、退職者の２分の１を

補充していくという基本的な考え方でやっております。ですから、平成１７年

の職員数と５７２から４９１、単純にこれを引いていただきまして、掛ける２

をしていただいたものがこの１０年間の退職職員数でございます。それの半分

が採用というかたちで、４９１で落ちつくというかたちでそれぞれ整理をした

ところでございます。基本的には、額としては総計の方の動きはまた合計欄を

ご覧いただきますように、５２億から３８億程度までのある程度の合併効果が

あらわれるのではないかというふうな考え方でございます。 
 それから８ページから、建設事業の実施計画の事業費を考えております。ま

ず、ここの建設事業等の実施計画の事業費の見積もりでございますが、現時点

での１市２町の合計額の５０億程度の今、ベースになっておりますので、５０

億を基本的なベースにいたしまして、冒頭説明いたしましたように、特例債事

業などを盛り込んだものとして推計をしております。なお、１７年から２６年

の合併後１０年間で一定程度、ハードの事業っていうのは整理ができるものと

いう考え方で、２６年以降は４４億円程度の事業費にしてみてはという設定の

中での事業費の算出であるということをご理解いただきたいと思っております。 
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 今、それのトータルいたしますものが、６ページの歳出の推計になってきて

おります。要は６ページと２ページを比較したものが１ページの表になるわけ

ですが、それの財源の裏付けといいますのが、今まで説明いたしました歳入歳

出を考えていきますと、財源的に不足が生じてまいります。不足する財源って

いうのはどのような考え方でつくったかといいますと、９ページの欄をご覧い



ただきたいと思います。ここでは基金の説明をさせていただいております。ま

ず、現時点で１市２町から基金をどの程度積むかという、まだご議論具体的な

ところ決まっておりませんが、事務局の前提条件で設定したものは１市２町か

ら３５億円、全体での基金を持ち寄っていただくという前提で計画をしたもの

でございます。 
 まず、合併当初数年間につきましては、今申し上げました歳入に対しての歳

出でありますと財源的に不足いたしますので、財政調整基金、減債基金等を取

り崩しながら運営を行っていくというふうな流れになっていきます。このグラ

フずっと見ていただきますと、１７年から、例えば財政調整基金でありますと、

１７年から２１年までは取り崩しをしますが、２３年からは一定程度の基金の

積み立てができるというふうなかたちでの推計をかけたものでございます。そ

れから、上から３つ目の特定目的基金でございます。これはあくまでも目的を

はっきりとした、その目的のために積み立てた基金でございますので、例えば

この中でも庁舎建設等を考えていけば、その特定目的基金の使途が終わるとい

う考え方からいきますと、合併当初２６億円あったものが１０年先にいくらに

なっているかといいますと、このシミュレーションでいきますと３億５千万ま

でへこんでおります。これは今、申し上げましたように、事業が終わったとい

う考え方で整理かけているものでございます。それから、その下の段のまちづ

くり基金（特例債）で積む別枠１２億の基金でございますけれど、これにつき

ましては合併直後から、できれば早目から積んでいってどのような、今のとこ

ろ、聞いておりました果実運用というふうなかたちにはなっておりますけれど、

是非まちづくりのソフト事業等も財源として活用していくためには合併初年度

から積み上げていくべきものという考え方で積み上げてきております。基金全

体は、先ほど申し上げました財政調整基金のところでもご説明いたしましたよ

うに、合併後５年間は一定程度調整のために基金をある程度取り崩しての財政

運営でございますが、後半におきましては一定程度合併効果も出てまいります

ので、そこからは逆に転じて、基礎体力である基金造成を持っていくことがで

きるようになるというふうな基金の欄でもご覧いただけますし、１ページの方

にお返りいただければ、そのことが２２年度前半のところで一定程度の合併の

１市２町の統合ができて、その後は新しい市一本で財政基盤の欠けてる難点調

整ができ、基金造成もいくようになるというふうに考えております。 
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 冒頭、交付税のところでもご説明申し上げましたように、この１０年間はあ

くまでも合併特例の恩恵の１０年間でございます。算定がえのメリットがある

１０年間でこの程度でございますので、逆に言えば２６年、２７年度以降は、

その恩恵も減っていき、５年後に標準になるということになれば、財政規模、

歳入もこれより縮小してまいりますので、そこの部分も考えながら、もうちょ



っと厳しいかたちでの一層の経常経費の削減をやはりある程度視点を行ってい

かないと、難しいのではないかなというのが基本的にございますが、今回の財

政計画、とりあえず建設計画の裏付けの財政計画でございますので、１７年か

ら２６年までの財政計画にしてあるということで、一応、雑ぱくでございます

けれど、説明にさせていただきたいと思います。 
 それと、あとお手元の方にレポートで、申し上げましたように、表題といた

しましては「住民と行政の協働によるまちづくり」と「中山間地対策」という

２つのレポートをあわせ、お手元にご配付しておりますので、ここの部分につ

きましては非常に事務局の方でも説明しております別冊になりますので、まだ

調整する期間はございますので是非お読みいただいて、このレポートについて

は皆さんのご意見で補強していただきながら、よりいいものに仕上げていきた

いというふうに考えております。 
 非常に一方的に事務局からの説明が長くなりましたけれど、建設計画の現時

点での概要とその中身について、説明をさせていただきました。以上でござい

ます。 
○島田会長 新生市の建設計画（案）、財政のシミュレーションを含めてでござ

いますけれども、ご質問、ご意見ございましたら、ご発言よろしくお願いいた

します。 
 どうぞ。 
○内藤委員 今日まであんまり気付いてなくって、包括してあってそれでいい

かなというふうには感じますけれども、先般も安来の商工会議所の方からも提

言も出ておりますけれども、この一番初めのこれですっけ、特に商工関係の分

類からいきますと４番に当たると思いますが、現在、安来は財政基盤の中に、

日立関連のウエートというのが非常に高いわけですけれども、ここでは非常に

サラッと、また細かく見ていけば、なるほどなというふうにも理解できますけ

れども、非常に水と緑と文化というような素朴な表現と、また心豊かな部分は

非常に要領を得ておるというふうに考えるわけですけれども、市全体を見まし

たときに、かつては企業城下町と言われたような都市的な基盤を持っておった

安来でございまして、何かちょっとそういう表現には寂しい部分があるかなと

いうふうに感じますけれども、これでいいのかなという、ちょっと感じたよう

な次第でございますが、その辺は事務局としてはどのように、来られておられ

るわけですから、ちょっと伺ってみたいと思います。 
○島田会長 事務局。 
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○真野局長 おっしゃいますことは非常に事務局も各方面からご指摘いただい

ておりまして、冒頭非常にあれもこれも説明する中で、なかなか説明しづらか

ったわけですけれど、今ここの説明で○○都市というところがございます。説



明としては水と緑っていうこのキャッチコピーそのままでいきたいと思います

が、上の方で元気でありますとか、生き生きというふうなかたちの文言をつけ

て、今おっしゃいますように、受動的ではなくて能動的にこっちもやっていく

のだぞと、まずキャッチコピーを出していく。 
 それからもう一つは、具体化でございますが、実は商工業の部分がなかなか

具体策っていうのが非常に書きづらいところございまして、逆に申しますと、

例えば日立金属が大きなもので一応、視点としてはこの見開きの２枚目のとこ

ろの４番の「多彩な魅力と創造力豊かなまちづくり」のところで商工業の振興

というかたちで、これだけの視点を掲げておりますけれど、ではこれ一歩進ん

でどこまでやるのかっていうことになりますと、非常に具体的な表現をしなけ

ればならないということで、建設計画ってここまでなのかなっていうのが事務

局の中で、確かにご指摘のとおり、若干弱いのかなっていう感覚は最初から出

ておりますけれど、特にこれを入れてほしいという、こういう項目がっておっ

しゃれば、また入れてはいけると思っておりますけれど。 
○内藤委員 いいですか。事務局も苦悩されたというのは理解できますけれど

も、例えば、この中で４つの夢戦略というのがございますが、これに加えて何

かもうちょっと活力といいますか、いわゆる生活力というか、経済面をもうち

ょっと表現してもええかなというふうに感じがいたしますけれど、いかがなも

のですか。 
○島田会長 事務局。（発言する者あり） 
○渡部委員 ちょっと１点だけ。僕も同じような意見を持っておりますけれど、

かつて産業振興なんかね、それが弱いのではないかということを僕はここで発

言したことを覚えておりますけれども、例えばこの自然と文化と産業というの

が調和するというような、何かこれ見てみると、水と緑と自然と文化だけが調

和する。やはり産業があって、そこで所得を確保して、それで地域が活性化し

て、その中で住民が健康に暮らせるっていうふうなイメージになると思うので

すけれども、今になって言うのはあれですけれども、前から僕は言っていたこ

とですので、産業がすごく隠れているというかね、ような気がしますけれども、

その点ちょっと僕も感じているところです。関連でお願いします。 
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○山本敏熙委員 なかなか今になってですけれど、私もこのキャッチコピー、

これだけでは弱いような気がしてなかなかそういう知恵がなかったですけれど

も、先日、私もこういうものに書いて、事務局の方へちょっと提案してみたで

すが、今全く同じで、私はやはりここに産業、農林業、商工業も含めた産業都

市ということをやはり入れて、産業立地を図るというふうなことを入れたらど

うかという提案をしておりまして、それは安来中心という意味ではなく、今の

安来中心という意味ではないですけれども、一応、中海圏という視野を考えた



ときにはやはり安来、この能義の地は、中海圏で考えればやはり産業都市だと

いう位置付けをして、農林商工業、やはりこれを一つの今後進んでいく道では

ないかというふうな提案をしてみているのですが、やはりやはり何か元気が出

るような、あるいは広がっていくような、伸びていくような、何かキャッチコ

ピーがあった方が、我々呼びやすいやないかという提案はしておりますが、文

言については私なかなか国語学者ではありませんので、ちょっと逃げを打って

おりますけれども、私もそういうふうに聞いております。 
○島田会長 ほかにございますか。 
 もともとこの産業振興というのは、この５つの柱の中で同列に考えるのが非

常に私無理があるというふうには思っておりますが、でもこれは同じレベルで

文言をそろえておかないと、いろんな不都合が出てくるということだろうと思

っております。先ほどもちょっと渡部先生の方から出ましたけれども、財政的

にいえば収入減となるのが産業の部分であると、交付税、補助金を別個にしま

すと。そういったことからいくと、これが同列というのはなかなか考えにくい

部分なのですが、ですけれどもそれを外して、この計画の中でまた違った項目

の中で描くというのは非常に難しいものがあるなというふうに思っております

けれど、そこら辺で何とか名案がございましたら、皆さんのご意見伺いたいと

思います。 
○高田委員 よろしいですか。 
○島田会長 どうぞ。 
○高田委員 今のお話を伺っておりますと、いわゆる産業面っていうのはこの

キャッチコピーとかそういう中にはなかなかなじみがにくいだろうと思います

が、例えば産業っていうのは何かというと、結局、財政力がいろんな基盤とか

いうと、活力というような感じの言葉で、活力あるということになると、やは

りベースとしての産業とか、そういったものがあって活力ある、それ以外の水

とか緑とか文化っていうのは非常に何ていいますか、極めて抽象的なものであ

りますが、活力もいかにも抽象的ではありますが、活力の源は何かというと、

やはり飯を食うという活力ではないかという感じで、いわゆる産業というのは

活力あるというようなことでもし表現できるならば、同列に並べてもそうおか

しくない言葉かなというふうには考えます。だから、それぞれの産業を個々に

あらわすようないい言葉ってはなかなか、それは難しいのではないのかなとい

って、今お話を伺いながら思ったのです。失礼しました。 
○島田会長 ありがとうございます。ほかに。 
 どうぞ。 
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○梅林委員 ３８ページにかかわる問題でありますけれど、道路の関係ですが、

事業調書の上から２番目の国道４３２号線に絡んでのお話ですが、ご存じのよ



うに、８月２８日、私どもの地元であります西比田工区がいよいよ竣工すると

ころになりまして、今年に入りまして、ここに書き上げてありますバイパスの

新設、菅原広瀬バイパスが新規採択になったということで上げていただいてお

ります。ここでちょっと私お願いしたいのは、同時、国道４３２号線も仁多か

ら走ってまいりまして、祖父谷まで参りますけれども、一次改良部門の既に梶

福留の駒場地区というところから、今駒場市やっておりますけれども、そこか

ら布部ダムにかけましてがかなりカーブが多い。一次改良がしてありますけれ

ども、二次改良部分の含みがこの３８ページを見ますと、これを解釈すればそ

れでいいわけですけれども、その二次改良、早く言えばこの建設計画の中に盛

り込んでおかなければ、そういうことが事業が進まないということであれば是

非お願いしたいわけですけれども、そうした意味合いも含んでいるというふう

に解釈してよろしいでしょうか。 
○島田会長 ちょっと整理させていただきます。前段の産業の件につきまして

は、事務局で何かちょっとまとめるというようなことございますか。 
○真野局長 ちょっと今すぐこのようにってことはございませんかが、今、高

田委員からも出ましたし、活力なり産業なりっていうかたちで言葉を整理した

かたちで、盛り込んでいきたいというふうに考える。それが○○都市というと

ころに入れるのか、下のキャッチコピーに入れるのか、ちょっと事務局にお任

せいただきたい。 
○島田会長 ではさらに検討をするということにしといても。先ほどの梅林委

員のについて。 
○若槻次長  道路につきましては、委員ご指摘の点を視点のところで、二次

改の分含めたというかたちの書きぶりにかえるっていうことについて、一応検

討します、これを。気持ちとしては、もちろん二次改良なかなか難しい話かも

しれませんけれども、将来的にはいろんなカーブとかそういったところの改良

っていうのは必要なところはやらなければならないということは、私も住んで

おられる方が皆さんそう思ってらっしゃるわけでございますので、それらを含

んでいるかどうか、含んでないということよりも、そういうことはもちろんあ

るという中で、あと書きぶりでどうかっていう話については、ちょっとまた小

さい修正で済みますので、それは考えさせていただきたいと思います。 
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 なお、県事業につきましては、一個一個の二次改良分についてはほとんど上

げておらないというのが財政状況その他ございまして、二次改良まで全部上げ

るわけにもなかなか参らないということで、現実可能性のあるところで、特に

は維持修繕とかあるいは交通安全対策とかいったかたちで整理をさせていただ

いておるということで、現状については整理しておりますので、よろしくご了

解いただきたいと思います。 



○島田会長 よろしいですか。 
○梅林委員 はい。 
○島田会長 ほかにございますか。 
 どうぞ。 
○内藤委員 説明ですので、お断りもありましたので、あえて議論ということ

ではないですけれども、これは新生市の財政計画ですけれども、それぞれいわ

ゆるただし書きがございまして、今は地方税の問題が協議が終わっていないわ

けですので、もとより事務局の前段のお話で大体理解しておりますけれども、

この中ではいわゆる法人市民税の税率の問題、それから固定資産税の税率の問

題、大きく言って、しおりとかああいうのもございますけれども、これの基礎

の数字が違ってくるとかなり数字が移動したり、変化してまいりますが、これ

だけあってはちょっと何ていうですか、整理がつかんではないかなというふう

な。例えばこうなったときはこうなるというような、もうちょっと詳しい説明

がないと、一方的になってしまうではないかなという懸念がございますが、そ

の辺はどのようにお考えでしょうか。 
○島田会長 どうぞ。 
○真野局長 冒頭お答えいたしましたように、これはあくまでも仮置きの条件

の中でやっているものでございまして、逆に言えば一定程度の方向の中で、ま

だ税については具体的なご議論がなされてないという中では、まず冒頭申し上

げましたように、事務局としては一番でかい範囲ではここまでが考えられます。

逆に言えば今からのご議論の中でいえば、これより大きくなることはまずない

でしょうということですので、これから小さくしていく部分に、ただ基本的に

出せと言われればでもシミュレーションかかりますので、ただ一つのベースと

しては本日の段階ではこれをご理解いただいて、極端な話すれば、全体を例え

ば固定資産税をある程度低い方に合わせた場合にはどれだけの影響がこの中に

出てくるのかというご議論をいただいた方が、小さい方から積み上げていくよ

りもかえって事業としては目に見えてくるのではないかなということで、まず

本日の段階ではこの内容を、ですからこれにするという意味ではございません

ので、現在の１市２町の枠の中で、考え得る最大のもの、最大の財政力として

はこれがあるということで、それもこのような傾向にしかできないということ

で、まず共通の認識をいただいた後で、具体的なではこうでこうしたらどうな

るのかという議論に入らせていただいた方が話が進めやすいのではないかと事

務局は考えたものですので、提案したものでございます。 
○内藤委員 いいですか。 
○島田会長 どうぞ。 

 26

○内藤委員 もとより理解しております。ただ、我々も素人でして、今、言わ



れたように、最大のものでこの程度ということですから、最低になったときど

の程度影響があるかというのが、逆にまた我々理解しとかんと、議論の中にな

かなか、素人集団です。専門家もおられるかもしれません。素人集団ですので、

逆に言うとやはりパイが小さくなったとき、どのような影響が出るかというこ

とをもっと我々なりに理解しておかないと、議論ですか、結論がなかなか出し

にくいかなというふうに思っておりますので、その辺のいわゆる減ったとき、

パイが小さくなったときのやはりデータも一緒に欲しいなという私は感じてお

りまして、限られたもう議論の機会がなかなか少ないものでして、できればや

はり早く欲しいなというふうに感じておりますので、その辺の配慮のことをお

願いしたいと思います。 
○島田会長 この財政……。 
 どうぞ、山田委員さん。 
○山田委員 内藤委員の関連でございますが、私も今日初めてこういう試算の

試算を見せていただいたわけでございますが、なかなかここまでするの大変だ

ったと思います。つまるところ、結論的に言えば、やはり地方税の税率だと思

います。ただ今この説明を受けたわけでございますが、なかなか頭が悪いもの

でこうバアッとすぐ分析ができないわけでございますので、いま少し勉強させ

ていただきまして、いわゆるこの最終的な論議、決定というのはもう少し間を

置いていただきたいと思います。次にもう決定するということではなくて、予

定としては大体、伯太町の議会もいわゆる期日と議員の定数とかそういうもの

をひっくるめまして、この財政計画を税率等の同時進行ということも申し上げ

ておりますが、一応、予定としてはどのような考えなのか、ちょっと伺います。

以上です。 
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○真野局長 事務局の方から、まず内藤委員からの方でございますが、基本的

に今、試算をしておりますと、１５年度をベースにしますと、今ここの部分が

見ています地方税の中から、現状のままにしますと約７千万ございます、はい。

それから、標準税率まで下げますと１．４％に統一すると、それにあとを足し

込んでいただきまして、合計で３億５千万落ちる。ですから、２億８千万落ち

るということで、粗々はそういう見方をしていただきますと、まず総額の中、

要は１ページのこの総括表でございますが、歳入からそれ引いたらすぐ次の年

が出るっていうものではないものでして、すべて前年を継承して次の年度をつ

くっておりますもので、そういうようなかたちになりませんが、基本的には歳

入ベースは今申しました７千万ないし２億８千万の部分を落とし込んだもので

にらんでいただきまして、逆に言えば歳出の中で、それに見合う部分をどこを

落としていくかという具体的な議論になっていくというふうにまずご理解いた

だきたいのが１点目でございます。 



 それからもう１点ですが、いつになったらということでございますが、基本

的にはまず今月の段階では、まずこういう構図でこういう財政構造になるとい

うことをご理解いただいた後で、できれば８月には一定程度のご議論いただく

具体的なそういう税率なり、住民負担のものについては、具体的なものを協議

会に事務局の原案として提出させていただきたいというかたちで、その結論と

しては、遅くとも９月の協議会ではすべてのものが一定程度の整備上がるよう

なかたちにしていただきたいなというのがあくまでも事務局の願いでございま

すけれど、そういうふうな腹づもりでおるということです。 
○島田会長 この財政計画は、あくまでも歳入の部分は現実的に考えるマック

スの部分でございまして、歳出は逆にミニマムのものだというふうにお考えに

なった方が理解しやすいというふうに思いますし、まず税率が一番低いところ

に合わせたデータも内藤委員さんからの求めがございましたので、また事務局

でつくっていただきたいと思います。 
 それと、もう一つは、単独市政、町政でやった場合の財政というものをきち

んと把握しとかないと議論ができないというふうに私は思っておりまして、そ

こら辺もデータございましたら、議員さん方は多分ご承知かと思いますけれど

も、ほかの委員さんは恐らくご承知でない委員さんもいらっしゃいますので、

その辺も押さえていただくと、より具体的な議論になろうかというふうに思い

ます。よろしくお願いします。 
○山本敏熙委員 財政のことでちょっと質問。 
○島田会長 どうぞ。 
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○山本敏熙委員 今、聞きましたけれど、ちょっと私ら専門ではないものでな

かなかわからないもので、基礎的なことをちょっと恥ずかしいですが聞きます

が、この計画で今、建設計画が出て、これ投資的経費が出ていますが、これは

大体どの程度の規模で、これ全部やっていくと大体この建設計画のどのぐらい

ができるとか、そのようなことはもう試算せずに、ただ計算上こうだというこ

とでやっておられる根拠をちょっと聞きたいのと、それから私らが一番もとで

もらったのは合併研究会の方で、こういうふうなもらって、合わせると大体１

市２町が合併すると１５０億円ぐらい浮くだろうというふうな試算でいろいろ

項目がありますが、この研究会でつくられた資料とこの財政計画の案とで、や

はり当初、研究会で大体見込んだような数字が出ておるのか、大きな差が出て

いるものは、もしあるとすればあるのかないのか、その基本的な研究会で私ら

がもらって、人口減少に交付税が減収が１５億とか、地方財政の見直しで６３

億とか、こういうのでもらっておりますけれども、そういったものとこれとの

かかわり具合で何か説明してもらうことができれば、また私らもいろいろ聞か

れたときに、研究会ではこうだったけれども実際やってみるとこうだとか、と



いうようなことがあるとすれば教えていただきたいなと思います。 
○真野局長 まず、冒頭の事業費の総額との整合性があるかっていうのは、申

し訳ございませんがまだ厳密にはまだチェックかけておりませんので、ただ一

定程度のものはできるのではないか、要は合併の目玉事業的なものはプロット

していますので、そこの部分はできるというふうな考え方でつくったものであ

るということをまず。問題は、通常の投資的経費のものをもともと５０億程度

のものに９億ほどの上積みをかけておりますので、現在が５０億、大体１市２

町に合わせますと５０億の投資的経費の額になっておりますので、そこの部分

では９億のプラスが入っておるというのが１点でございます。 
 それから、研究会との比較でございますが、人件費についてはちょっと比較

をきちっとやりましたところ、ほぼ研究会でご報告した数字とそう差がない数

字が出ております。問題は物件費とか補助費でございます。物件費に当たって

非常にうちの方でも議論しておりますが、分庁方式と本庁、当時の研究会の場

合は分庁方式というのは念頭にないものでございまして、しかも類団の４万５

千人の規模に合わせただけでございまして、地域事情も全くないものの数字で

ございますので、そこの部分はできないということで、ここに書いていますよ

うに１％のシーリングかけているだけでございますので、これはもう一度計算

し直してみないと分かりませんが、分庁方式をするに当たっては、この物件費、

補助費がそう５年や１０年ではなかなか落ちづらいのかなっていうことで、詳

細の検討を今からさせていただきますので、検討結果が出次第また報告します。 
○山本敏熙委員 そのときにまた説明お願いします。 
○島田会長 いいですか。 
○山田委員 ちょっと。 
○島田会長 どうぞ。 
○山田委員 一つ伺いたいと思いますが、手数料と使用料の関係でございます

が、たしか私も聞き漏らしたかもしれませんが、現況のとおりでこの試算がし

てあるというご説明だったと思いますが、間違いないですか。 
○若槻次長 そうです。 
○山田委員 ありがとうございました。 
○島田会長 どうぞ。 
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○高田委員 あの質問というよりはお願いという、要は大きな話ではありませ

んが、計画書の方のここで、前回の分と見まして若干の差異があると思うので、

今度見ましたら非常にページごとに語句の解説等もしてありまして、これよく

分かっていいなと思っていましたが、前回語句の解説があって、今回語句の解

説が落ちているのがありますので、これはちょっとお調べいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 



 それと、付け加えていただきたいのは、２６ページのバリアフリーっていう

のはもう今、当たり前だと思っていらっしゃるかもしれませんが、バリアフリ

ーとか、それから４２ページの地域サイン計画なんていうのはちょっとよく分

からない点があるかもしれません。もし、できましたら付け加えていただきた

いと、よろしくお願いします。 
○島田会長 では事務局よろしくお願いします。ほかにございますか。 
○山本敏熙委員 財政以外のことでもいいですか。 
○島田会長 はい、何でもいいです。 
○山本敏熙委員 ここでコミュニティ・ステーションのこれ最終稿となってい

ますけれども、これを読むと確かに役所の窓口的な文章で、大変専門的な書き

方がしてありますが、私が公民館、地元で考えますと、年寄りも暇なときにそ

こへ来て、サロンというのですか、お茶飲み場というのですか、そこへ来て、

あるいは昼そこでみんながおって、給食サービスでも受けながらそこで地域で

みんながほのぼのとした触れ合いをしている、交流していくっていうような気

持ちもあってもらえりゃいいではないかなというような気は持っておるわけで

すが、これを読んでみると窓口とか、いろいろ町内会と連携してやるとかとな

っていまして、もちろん公民館でなくて、各字地域に集会所もありますので、

集会所でもそういったこともありますが、若干、地域のコミュニティ・ステー

ションで、我々が年とってから、あそこへ行くと誰々がおるから行こう、いれ

ばいいんだがというような感じで寄ってきて、そこで自分らでもお茶でも持っ

て行くとかして、あるいはそこで元気なデイサービスはないですが、そこで１

部屋でもう自由に出たり入ったり使えるような場があれば、我々年とってから

元気でそこへ集まれば、今日誰かがおられんかいなというような表現もしても

らうと、非常にまた交流の場としてやれないかなというような気がしますので、

もしそういうことができれば、文章に入れてもらったらなと思います。 
○島田会長 事務局よろしいですか。 
 ほかにございますか。 
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ないようでございますので、財政計画並びに新市の主要事業等に

つきましては、引き続いて検討させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 
 
５ その他 
（１）合併協議会の開催日程について 
○島田会長 それでは、その他の項目に入ります。 
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○若槻次長 次回の協議会についてのご案内でございます。次回１８回につき
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ましては、来月２７日水曜日だったと存じますが、１４時からお願いしたいと

存じます。以上でございます。 
○島田会長 次回は２７日ということでございます。委員の皆さん方で何かご

意見がございましたら。ございませんか。 
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○島田会長 ないようでございます。 
 
６ 閉 会 
○島田会長 そういたしますと、すべての事項について協議終わりました。あ

りがとうございました。今日、新生市の（新生）安来市という名前が誕生いた

しましたので、この旗の下に、より一層協議を続けていきたいというふうに思

っております。若干、安来高校が負けたということに対して私は残念に思って

おりますが、勝てばちょうど弾みがついたかなというふうに思っておりました

けれども、最後にくだらんことを申し上げて。本日はどうもありがとうござい

ました。 
 
 
以上、第１７回安来市・広瀬町・伯太町合併協議会会議録の内容が正確であること 
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